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議案第１号

令和２年度石川県一般会計補正予算（第１号）

令和２年度の石川県一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

１ 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１，４７３，０００千円を追加し、歳入歳出それぞれ

５８９，８９２，０００千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 令和２年度石川県一般会計歳入歳出補正予算」による。

令和２年４月２８日提出

石川県知事 谷 本 正 憲
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第１表 令和２年度石川県一般会計歳入歳出補正予算

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

９ 国 庫 支 出 金 ６０，０６２，０２０ ３，４２３，３３３ ６３，４８５，３５３

１ 国 庫 負 担 金 ３０，７６５，９７０ ５０４，０００ ３１，２６９，９７０

２ 国 庫 補 助 金 ２７，４６１，５７２ ２，９１９，３３３ ３０，３８０，９０５

１２ 繰 入 金 １３，３８０，８１１ ３，００９，６６７ １６，３９０，４７８

２ 基 金 繰 入 金 １３，２３０，７７１ ３，００９，６６７ １６，２４０，４３８

１４ 諸 収 入 ５６，３２８，４３３ ５，０４０，０００ ６１，３６８，４３３

６ 雑 入 ５，２００，５４８ ５，０４０，０００ １０，２４０，５４８

歳 入 合 計 ５７８，４１９，０００ １１，４７３，０００ ５８９，８９２，０００
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歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

２ 総 務 費 ９０，１０３，３４３ ７，０００ ９０，１１０，３４３

１ 総 務 管 理 費 １０，７９７，１８９ ６，０００ １０，８０３，１８９

３ 市 町 村 振 興 費 １，２２２，０３７ １，０００ １，２２３，０３７

４
県 民 文 化
ス ポ ー ツ 費

１０，６９４，７７８ ３７０，０００ １１，０６４，７７８

１ 県 民 費 １，６９８，１７９ ２５０，０００ １，９４８，１７９

２ 文 化 ス ポ ー ツ 費 ８，９９６，５９９ １２０，０００ ９，１１６，５９９

５ 健 康 福 祉 費 ８７，３１４，９８３ ３，２８８，０００ ９０，６０２，９８３

２ 子 育 て 福 祉 費 １６，４４０，７２３ ２５，０００ １６，４６５，７２３

３ 障 害 福 祉 費 １１，３２８，８１４ １５，０００ １１，３４３，８１４

４ 地 域 福 祉 費 １３，８２４，０８６ ３５７，０００ １４，１８１，０８６

５ 健 康 推 進 費 ４，８７１，６５１ １，００５，０００ ５，８７６，６５１

７ 医 薬 看 護 費 ６，３９９，０９１ １，８８６，０００ ８，２８５，０９１

７ 商 工 労 働 費 ４１，３４３，８４４ ７，６６４，０００ ４９，００７，８４４

１ 商 工 費 ３９，６３７，４２８ ７，６５１，０００ ４７，２８８，４２８

２ 労 働 費 １，６１３，８３４ １３，０００ １，６２６，８３４

８ 観 光 費 ２，６２０，８３０ ８０，０００ ２，７００，８３０

１ 観 光 戦 略 推 進 費 ２，６２０，８３０ ８０，０００ ２，７００，８３０

１２ 教 育 費 １０１，４５９，１４０ ６４，０００ １０１，５２３，１４０

１ 教 育 総 務 費 １３，１５７，７６８ ６４，０００ １３，２２１，７６８

歳 出 合 計 ５７８，４１９，０００ １１，４７３，０００ ５８９，８９２，０００
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（ ５ ）

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 石 川 県 条 例 第 二 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

附 則 に 次 の 見 出 し 及 び 二 項 を 加 え る 。

（ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に よ り 生 じ た 事 態 に 対 処 す る た め の 感 染 症 防 疫 等 作 業 に 従 事 す る 職 員

の 特 殊 勤 務 手 当 の 特 例 ）

１
２ 職 員 が 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 （ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 を 指 定 感 染 症 と し て 定 め る 等

の 政 令 （ 令 和 二 年 政 令 第 十 一 号 ） 第 一 条 に 規 定 す る も の を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） か ら 県 民

の 生 命 及 び 健 康 を 保 護 す る た め に 緊 急 に 行 わ れ た 措 置 に 係 る 作 業 で あ つ て 知 事 が 定 め る も の に 従

事 し た と き は 、 第 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 感 染 症 防 疫 等 作 業 に 従 事 す る 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 を 支 給

す る 。

１
３ 前 項 の 手 当 の 額 は 、 作 業 に 従 事 し た 日 一 日 に つ き 、 三 千 円 （ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 患 者

若 し く は そ の 疑 い の あ る 者 の 身 体 に 接 触 し て 、 又 は こ れ ら の 者 に 長 時 間 に わ た り 接 し て 行 う 作 業

そ の 他 知 事 が こ れ に 準 ず る と 認 め る 作 業 に 従 事 し た 場 合 に あ つ て は 、 四 千 円 ） と す る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 規 定 は 、 令 和 二

年 二 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

提 案 理 由

職 員 の 勤 務 実 態 な ど を 踏 ま え 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に 係 る 防 疫 等 作 業 に 従 事 す る 職 員 の 特

殊 勤 務 手 当 に 関 す る 事 項 を 定 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 二 号

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 二 年 四 月 二 十 八 日 提 出

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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（ ７ ）

令 和 二 年 五 月 一 日 か ら 令 和 三 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て は 、 知 事 及 び 副 知 事 に 対 す る 給 料

月 額 の 支 給 に 当 た っ て は 、 知 事 、 副 知 事 給 与 条 例 （ 昭 和 二 十 二 年 石 川 県 条 例 第 三 号 ） 第 一 条 各 号 に

定 め る 給 料 月 額 か ら 、 当 該 給 料 月 額 に 百 分 の 十 を 乗 じ て 得 た 額 に 相 当 す る 額 を 減 ず る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 二 年 五 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 拡 大 に よ る 県 民 生 活 へ の 影 響 に 鑑 み 、 知 事 及 び 副 知 事 の 給 料 月 額 を

一 定 期 間 減 額 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 三 号

知 事 及 び 副 知 事 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 に つ い て

知 事 及 び 副 知 事 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 二 年 四 月 二 十 八 日 提 出

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

知 事 及 び 副 知 事 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例
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（１０）

専 決 第 十 一 号

石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 百 七 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 専 決

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

石 川 県 税 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 石 川 県 条 例 第 二 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 五 十 五 条 第 一 項 第 一 号 中 「 次 号 」 の 下 に 「 及 び 第 三 号 」 を 加 え 、 同 号 ロ 中 「 第 七 十 二 条 の 二 十

四 の 七 第 五 項 各 号 」 を 「 第 七 十 二 条 の 二 十 四 の 七 第 六 項 各 号 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 電 気 供 給 業 」

の 下 に 「 （ 次 号 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 」 を 加 え 、 同 項 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

三 電 気 供 給 業 の う ち 、 法 第 七 十 二 条 の 二 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 小 売 電 気 事 業 等 （ 以 下 こ の 節

に お い て 「 小 売 電 気 事 業 等 」 と い う 。 ） 及 び 同 号 に 規 定 す る 発 電 事 業 等 （ 以 下 こ の 節 に お い て

「 発 電 事 業 等 」 と い う 。 ） 次 に 掲 げ る 法 人 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額

イ ロ に 掲 げ る 法 人 以 外 の 法 人 収 入 割 額 、 付 加 価 値 割 額 及 び 資 本 割 額 の 合 算 額

ロ 第 一 号 ロ に 掲 げ る 法 人 収 入 割 額 及 び 所 得 割 額 の 合 算 額

第 五 十 六 条 中 「 事 業 の 」 を 「 事 業 税 の 」 に 改 め 、 同 条 各 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

一 付 加 価 値 割 各 事 業 年 度 の 付 加 価 値 額

二 資 本 割 各 事 業 年 度 の 資 本 金 等 の 額

三 所 得 割 各 事 業 年 度 の 所 得

四 収 入 割 各 事 業 年 度 の 収 入 金 額

第 五 十 八 条 第 一 項 中 「 第 三 項 」 を 「 第 四 項 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 電 気 供 給 業 」 の 下 に 「 （ 小

売 電 気 事 業 等 及 び 発 電 事 業 等 を 除 く 。 ） 」 を 加 え 、 同 条 中 第 三 項 を 第 四 項 と し 、 第 二 項 の 次 に 次 の 一

項 を 加 え る 。

３ 電 気 供 給 業 の う ち 、 小 売 電 気 事 業 等 及 び 発 電 事 業 等 に 対 す る 事 業 税 の 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る

法 人 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 金 額 と す る 。

一 第 五 十 五 条 第 一 項 第 三 号 イ に 掲 げ る 法 人 次 に 掲 げ る 金 額 の 合 計 額

イ 各 事 業 年 度 の 収 入 金 額 に 百 分 の 〇 ・ 七 五 を 乗 じ て 得 た 金 額

ロ 各 事 業 年 度 の 付 加 価 値 額 に 百 分 の 〇 ・ 三 七 を 乗 じ て 得 た 金 額

ハ 各 事 業 年 度 の 資 本 金 等 の 額 に 百 分 の 〇 ・ 一 五 を 乗 じ て 得 た 金 額
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（１１）

二 第 五 十 五 条 第 一 項 第 三 号 ロ に 掲 げ る 法 人 次 に 掲 げ る 金 額 の 合 計 額

イ 各 事 業 年 度 の 収 入 金 額 に 百 分 の 〇 ・ 七 五 を 乗 じ て 得 た 金 額

ロ 各 事 業 年 度 の 所 得 に 百 分 の 一 ・ 八 五 を 乗 じ て 得 た 金 額

第 八 十 五 条 第 三 項 を 同 条 第 四 項 と し 、 同 条 第 二 項 中 「 前 項 」 を 「 第 一 項 （ 第 三 号 又 は 第 四 号 に 係

る 部 分 に 限 る 。 ） 」 に 、 「 第 八 条 の 四 」 を 「 第 八 条 の 四 第 二 項 」 に 、 「 提 出 し な い 場 合 に は 、 適 用 し な

い 」 を 「 提 出 し て い る 場 合 に 限 り 、 適 用 す る 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 三 項 と し 、 同 条 第 一 項 の 次 に

次 の 一 項 を 加 え る 。

２ 前 項 （ 第 一 号 又 は 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 は 、 卸 売 販 売 業 者 等 が 、 同 項 第 一 号 又 は

第 二 号 に 掲 げ る 製 造 た ば こ の 売 渡 し 又 は 消 費 等 に つ い て 、 第 八 十 六 条 の 二 第 一 項 又 は 第 三 項 の 規

定 に よ る 申 告 書 に 前 項 （ 第 一 号 又 は 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 の 適 用 を 受 け よ う と す る

製 造 た ば こ に 係 る た ば こ 税 額 を 記 載 し 、 か つ 、 省 令 第 八 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 書 類 を 保 存 し て

い る 場 合 に 限 り 、 適 用 す る 。

第 八 十 六 条 の 二 第 一 項 中 「 第 八 十 五 条 第 二 項 」 を 「 第 八 十 五 条 第 三 項 」 に 改 め る 。

附 則 第 五 条 第 四 項 中 「 令 和 二 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 令 和 五 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 。

附 則 第 七 条 第 一 項 中 「 令 和 二 年 度 」 を 「 令 和 五 年 度 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 令 和 二 年 度 」 を 「 令

和 五 年 度 」 に 、 「 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 二 号 」 を 「 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 三 号 」 に 改 め 、

同 条 第 四 項 中 「 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 二 号 か ら 第 十 四 号 ま で 」 を 「 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十

三 号 及 び 第 十 四 号 」 に 、 「 同 項 第 十 二 号 」 を 「 同 項 第 十 三 号 」 に 改 め 、 同 条 第 六 項 中 「 第 三 十 一 条

の 二 第 二 項 第 十 二 号 」 を 「 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 三 号 」 に 、 「 同 項 第 十 二 号 」 を 「 同 項 第 十 三

号 」 に 改 め 、 同 条 第 七 項 中 「 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 二 号 」 を 「 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 三 号 」

に 改 め る 。

附 則 第 十 条 の 二 中 「 同 条 第 三 項 第 二 号 」 を 「 同 条 第 四 項 第 二 号 」 に 改 め る 。

附 則 第 十 二 条 の 四 第 一 項 の 表 中 第 七 号 を 削 り 、 第 八 号 を 第 七 号 と し 、 第 九 号 か ら 第 十 九 号 ま で を

一 号 ず つ 繰 り 上 げ る 。

附 則 第 十 三 条 第 三 項 第 二 号 中 「 第 四 十 一 条 」 を 「 第 四 十 一 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 項 第 四 号 及 び 第

五 号 中 「 平 成 三 十 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 」 を 「 令 和 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 」 に 改

め 、 同 条 第 四 項 各 号 中 「 平 成 三 十 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 」 を 「 令 和 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー

消 費 効 率 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 事 業 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

２ 改 正 後 の 石 川 県 税 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」 と い う 。 ） 第 五 十 五 条 、 第 五 十 六 条 及 び 第 五 十 八 条 の

規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 以 後 に 開 始 す る 事 業 年 度 に 係 る 法 人 の



報
告
第
一
号

石
川
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

（１２）

事 業 税 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 に 開 始 し た 事 業 年 度 に 係 る 法 人 の 事 業 税 に つ い て は 、 な お 従 前

の 例 に よ る 。

３ 施 行 日 以 後 最 初 に 開 始 す る 事 業 年 度 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 最 初 事 業 年 度 」 と い う 。 ） 開 始 の

日 の 前 日 を 含 む 事 業 年 度 に お い て 、 電 気 供 給 業 の う ち 新 条 例 第 五 十 五 条 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る

小 売 電 気 事 業 等 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 小 売 電 気 事 業 等 」 と い う 。 ） 又 は 同 号 に 規 定 す る 発 電 事

業 等 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 発 電 事 業 等 」 と い う 。 ） を 行 っ て い た 法 人 の 小 売 電 気 事 業 等 又 は 発

電 事 業 等 に 係 る 事 業 税 の 課 税 標 準 で あ る 各 事 業 年 度 の 所 得 を 地 方 税 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百

二 十 六 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 法 」 と い う 。 ） 第 七 十 二 条 の 二 十 三 第 一 項 の 規 定 に よ り 当 該 法

人 の 当 該 各 事 業 年 度 の 法 人 税 の 課 税 標 準 で あ る 所 得 又 は 当 該 各 事 業 年 度 終 了 の 日 の 属 す る 各 連 結

事 業 年 度 の 法 人 税 の 課 税 標 準 で あ る 連 結 所 得 に 係 る 当 該 法 人 の 個 別 所 得 金 額 （ 法 人 税 法 （ 昭 和 四

十 年 法 律 第 三 十 四 号 ） 第 八 十 一 条 の 十 八 第 一 項 に 規 定 す る 個 別 所 得 金 額 を い う 。 以 下 こ の 項 に お

い て 同 じ 。 ） の 計 算 の 例 に よ り 算 定 す る 場 合 に は 、 当 該 法 人 が 、 当 該 法 人 の 最 初 事 業 年 度 開 始 の

日 前 十 年 以 内 に 開 始 し た 各 事 業 年 度 に お い て 、 小 売 電 気 事 業 等 又 は 発 電 事 業 等 に 係 る 事 業 税 の 課

税 標 準 で あ る 各 事 業 年 度 の 所 得 を 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 二 年 法 律 第 五 号 ） 第 一

条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 法 第 七 十 二 条 の 二 十 三 第 一 項 の 規 定 に よ り 当 該 法 人 の 当 該 各 事 業 年 度 の

法 人 税 の 課 税 標 準 で あ る 所 得 又 は 当 該 各 事 業 年 度 終 了 の 日 の 属 す る 各 連 結 事 業 年 度 の 法 人 税 の 課

税 標 準 で あ る 連 結 所 得 に 係 る 当 該 法 人 の 個 別 所 得 金 額 の 計 算 の 例 に よ り 算 定 し て い た も の と み な

す 。

（ 軽 油 引 取 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

４ 新 条 例 附 則 第 十 二 条 の 四 第 一 項 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 の 軽 油 の 引 取 り に 対 し て 課 す べ き 軽 油 引

取 税 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 の 軽 油 の 引 取 り に 対 し て 課 す る 軽 油 引 取 税 に つ い て は 、 な お 従 前

の 例 に よ る 。

（ 石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

５ 石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 五 年 石 川 県 条 例 第 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

附 則 第 一 項 中 「 平 成 三 十 一 年 十 月 一 日 」 を 「 令 和 元 年 十 月 一 日 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

６ 石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 七 年 石 川 県 条 例 第 三 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

附 則 第 七 項 中 「 平 成 三 十 一 年 九 月 三 十 日 」 を 「 令 和 元 年 九 月 三 十 日 」 に 改 め る 。

附 則 第 十 七 項 中 「 平 成 三 十 一 年 十 月 一 日 」 を 「 令 和 元 年 十 月 一 日 」 に 改 め る 。

附 則 第 十 八 項 の 表 附 則 第 九 項 の 項 中 「 平 成 三 十 一 年 十 月 三 十 一 日 」 を 「 令 和 元 年 十 月 三 十 一 日 」

に 改 め 、 同 表 附 則 第 十 項 の 項 中 「 平 成 三 十 二 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 令 和 二 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改

め る 。
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（１３）

（ 石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

７ 石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 九 年 石 川 県 条 例 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

附 則 第 一 項 中 「 平 成 三 十 一 年 十 月 一 日 」 を 「 令 和 元 年 十 月 一 日 」 に 改 め る 。

附 則 第 十 一 項 中 「 平 成 三 十 一 年 度 分 」 を 「 令 和 元 年 度 分 」 に 、 「 平 成 三 十 二 年 度 」 を 「 令 和 二

年 度 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

８ 石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 三 十 年 石 川 県 条 例 第 二 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

附 則 第 一 項 第 三 号 中 「 平 成 三 十 一 年 十 月 一 日 」 を 「 令 和 元 年 十 月 一 日 」 に 改 め 、 同 項 第 四 号 中

「 平 成 三 十 二 年 四 月 一 日 」 を 「 令 和 二 年 四 月 一 日 」 に 改 め 、 同 項 第 五 号 中 「 平 成 三 十 二 年 十 月 一

日 」 を 「 令 和 二 年 十 月 一 日 」 に 改 め 、 同 項 第 六 号 中 「 平 成 三 十 三 年 十 月 一 日 」 を 「 令 和 三 年 十 月

一 日 」 に 改 め 、 同 項 第 七 号 中 「 平 成 三 十 四 年 十 月 一 日 」 を 「 令 和 四 年 十 月 一 日 」 に 改 め る 。

附 則 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 中 「 三 十 二 年 新 条 例 」 を 「 二 年 新 条 例 」 に 改 め る 。

附 則 第 十 三 項 中 「 平 成 三 十 二 年 十 月 一 日 」 を 「 令 和 二 年 十 月 一 日 」 に 改 め る 。

附 則 第 十 四 項 中 「 平 成 三 十 二 年 十 一 月 二 日 」 を 「 令 和 二 年 十 一 月 二 日 」 に 改 め る 。

附 則 第 十 五 項 中 「 平 成 三 十 三 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 令 和 三 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 。

附 則 第 十 九 項 中 「 平 成 三 十 三 年 十 月 一 日 」 を 「 令 和 三 年 十 月 一 日 」 に 改 め る 。

附 則 第 二 十 項 中 「 平 成 三 十 三 年 十 一 月 一 日 」 を 「 令 和 三 年 十 一 月 一 日 」 に 改 め る 。

附 則 第 二 十 一 項 中 「 平 成 三 十 四 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 令 和 四 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 。

附 則 第 二 十 六 項 中 「 平 成 三 十 一 年 度 分 」 を 「 令 和 元 年 度 分 」 に 、 「 平 成 三 十 二 年 度 」 を 「 令 和

二 年 度 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

９ 石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 三 十 一 年 石 川 県 条 例 第 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

附 則 第 三 項 中 「 平 成 三 十 一 年 度 分 」 を 「 令 和 元 年 度 分 」 に 改 め る 。
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